
製造業及び倉庫業の支給対象イメージ

特別高圧電力
を受電している

工業団地に入居する 中小企業
組合などが
特別高圧電力を受電

団地内事業所(店子)
は、配電されるその
電力を使用

団地内事業所でも
・製造業・倉庫
・中小企業
以外は対象外製造業

(中小企業)

製造業
(大企業)

倉庫
(大企業)

倉庫
(中小企業)

工業団地に入居する 中小企業
組合などを通さず
団地内事業所(店子)が
電力を受電

特別高圧を受電し
中小企業であれば対象
(単独事業所と同じ）

工業団地に入居していても
高圧・低圧受電事業所は
対象になりません

製造業
(中小企業)

倉庫
(中小企業)

製造業・倉庫以外
(中小企業)

製造業・倉庫以外
(中小企業)

※契約電力を確認

組合

組合

製造業
(大企業)
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本社
中小企業

他都道府県

製造業 倉庫
中小企業 県内事業所

低圧・高圧電力
を受電

製造業工場 倉庫

中小企業 県内事業所

※申請可
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特別高圧電力を受電している物流施設に入居する 中小企業

倉庫・製造業
(中小企業)

倉庫
(大企業)

物流施設(大家)が特別高圧を受電

「製造業・倉庫」かつ「中小企業」で、その電力を
使用する施設内事業所(店子)が対象

大家が大企業であっても申請可
※条件により大家も対象となる可能性有

電気料金を大家と契約している事業者ではなく、委託先や転貸先などが
負担している場合(一部含む)は、実際に負担している事業者が対象

転貸先が一部負担している場合
転貸先が2割分対象

大家と契約している事業者
負担している8割分対象

【例】

８割

２割

※ このパターンの場合は、申請前に必ずご相談ください

注 意

電気代請求

特別高圧を受電している物流施設(大家)

物流施設に入居する
テナントや店舗

特別高圧電力を受電している

の

オフィスビルやショッピングセンター
に入居するテナントや店舗

実際に、「製造業工場」「倉庫」として使用する施設以外は対象外

特別高圧電力を受電している
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補助金
助成金
給付金

県内事業者が製造業工場・倉庫で
中小企業支援法上の中小企業であっても
・みなし大企業
・租税特別措置法上の適用除外事業者は対象外

大企業

県内事業所

中小企業

大企業＋みなし大企業

製造業工場 倉庫

特別高圧電力を受電している

特別高圧電力を受電している

出資

出資

製造業・倉庫事業所
(中小企業)

国・他自治体

当該期間の
電気代補助

【注意】
給付後、補助を受けていることが判明した場合は返還


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3

